
一ヘ
hf・u
綬
-
本
朝
活
態
・
l
義
経
逃
窟
の
事
を
起
し
た
他
の
一
前
回
綱
紀
が
、
初
め
て
大
年
寄
・
人
持
組
踊
・
御
家
老
一
郎
・
鍵
助
、
部
は
駒
叉
は
呂
明
、
手
は
賞
然
。
議
鴎
・
一
が
、
柴
田
勝
家
来
攻
し
て
、
五
日
の
健
之
を
陥
れ
た
0

4

一
諸
替
の
中
に
続
本
朝
趨
鑑
が
在
る
が
、
こ
の
替
の
記
一
役
そ
八
家
に
髭
静
岡
て
た
時
か
ら
初
・
り
、
文
化
十
三
年
↑
同
功
似
・
可
製
品
・
虎
一
則
的
削
・
天
問
問
・
鳩
山
奥
観
・
聞
こ
の
職
は
錨
回
記
に
九
周
廿
日
と
す
る
が
、
勝
家
の
一

事
は
全
然
義
経
起
を
漢
語
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
ま
で
載
せ
て
あ
る
。
叉
間
務
で
煎
隊
小
銃
と
間
し
、
一
蹄
響
の
脱
が
あ
ろ
。
焚
問
右
衛
門
は
金
持
に
在
っ
て
山
巾
湯
に
奥
へ
た
禁
制
札
に
八
月
附
の
も
の
が
あ
る
一

ギ
ゲ
イ
ノ
モ
ノ
伎
饗
之
者
芝
跨
・
操
・
踊
等
を
一
貞
享
三
年
か
ら
天
保
=
一
年
に
及
ぶ
郵
も
あ
る
。
~
紋
縫
宥
梁
と
し
、
党
延
二
年
三
刃
十
五
日
駒
青
信
ん
か
ら
、
そ
の
刃
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

笹
梁
と
す
る
も
の
を
い
ふ
。
事
保
十
七
年
十
ご
用
の
一
キ
ゴ
シ
木
誠
剥
北
部
鞍
周
庄
に
邸
す
る
部
帯
。
一
だ
。
駒
幼
に
し
て
柴
家
に
仕
ヘ
、
コ
十
五
践
京
に
上
キ
タ
ダ
ン
寄
事
態
一
加
。
質
隠
十
三
年
村
純

令
に
、
『
伎
慈
之
者
他
凶
よ
b
憾
越
有
之
俳
個
仕
回
目
、
一
勝
腿
四
年
八
HH
七
日
調
諸
錦
部
商
親
秀
穂
放
に
、
『
嫡
一
っ
て
か
ら
漸
〈
術
9
n
s
没
者
し
、
有
桶
川
宮
か
ら
殺
祭
請
の
箸
で
、
廿
武
ヶ
傑
か
ら
成
る
。
序
文
に
錬
る
と
、

頃
日
沙
汰
有
之
候
。
若
は
商
買
な
ど
に
か
こ
つ
け
憾
一
女
子
幸
玉
分
、
加
賀
凶
食
月
庄
内
木
越
村
云
々
0
』
と
一
助
の
稽
そ
賜
は
り
、
次
い
で
宅
殿
大
鹿
に
任
ぜ
ら
れ
、
突
未
の
秋
堀
婆
水
の
三
州
奇
談
を
緩
ん
で
、
そ
の
約

越
跨
候
て
、
右
之
族
に
耐
も
候
哉
。
町
方
・
寺
赴
方
・
一
あ
る
。
一
文
化
元
年
越
前
介
に
絵
め
ら
れ
た
。
間
六
年
八
月
駒
編
た
ら
し
め
る
べ
〈
鑓
靴
し
た
も
の
で
あ
る
と
釈
す

御
郡
方
、
右
肱
の
も
の
宿
不
仕
様
に
、
夫
々
急
度
可
一
キ
ゴ
シ
サ
ン
Z

モ
ン
ホ
越
三
右
衛
門
鈴
物
問
。
一
そ
の
男
岱
等
と
共
に
金
持
に
来
っ
て
、
耐
火
後
の
ご

J

丸

る

。

被
申
渡
事
0
』
と
あ
る
0

4

カ
デ
キ
歌
舞
伎
。
一
元
組
=
一
右
衛
門
誌
は
正
之
o
金
線
の
人
。
横
訓
九
左
一
殴
聞
の
後
隔
に
向
き
、
十
ご
月
邸
京
し
た
。
天
保
七

キ
ゲ
ン
ジ
魯
源
寺
鹿
島
郡
三
引
に
在
っ
て
、
一
衛
門
長
久
に
製
び
、
尤
も
鍛
筋
の
作
に
長
じ
、
弘
化
一
年
十
一
一
月
駒
験
動
の
功
脅
以
て
殺
人
所
衆
に
捕
し
、

臨
洞
宗
に
属
す
る
。
永
徳
ご
年
珠
能
道
珍
の
創
立
す
一
ご
年
を
以
て
夜
し
た
。
ご
代
三
右
衛
門

E
之
は
養
子
一
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
越
前
守
に
任
ぜ
ら
れ
た
が
、

る
所
で
、
後
衰
微
し
た
が
、
永
勝
元
年
東
嶺
寺
三
代
一
で
、
技
術
精
良
先
代
に
諮
ら
ず
、
安
政
の
末
滞
の
挟
一
九
年
十
二
月
況
日
に
齢
九
十
そ
以
て
裂
し
、
洛
中
本

弘
刷
鹿
徹
之
を
再
興
し
、
長
法
一
簡
は
配
下
の
職
一
笠
宮
一
持
-P-
得
て
御
用
釜
山
間
と
な
っ
た
。
文
全
五
・
授
。
三
一
撃
す
に
持
ら
れ
た
。
駒
の
生
誕
地
に
就
い
て
は
、
政

九
十
五
士
の
簸
牌
を
こ
L
に
安
置
し
た
。
大
永
六
年
一
代
三
右
衛
門
築
、
幼
に
し
て
家
脅
製
ぎ
、
京
に
即
時
山
ん
一
隣
記
に
金
搾
の
人
と
し
、
そ
の
子
岱
が
金
稼
の
芳
提

の
一
宮
社
務
職
年
賀
納
帳
に
田
鶴
滋
緬
源
寺
と
あ
る
一
だ
が
、
未
だ
謹
奥
を
概
め
ず
し
て
捜
し
た
o
養
子
四
一
所
郁
朗
寺
に
納
め
た
交
の
虎
の
翻
幅
の
裳
欝
に
は
本

か
ら
、
そ
の
頃
は
回
織
践
に
あ
っ
た
も
の
と
見
え
一
代
三
右
衛
門
正
次
は
玄
穏
と
観
し
た
が
、
時
恰
も
雌
一
加
州
産
と
あ
る
が
、
叉
そ
の
門
人
等
が
同
寺
に
安
置

る
。
寺
臓
に
厨
子
入
木
造
阿
蔚
陀
如
来
立
像
飽
高
五
一
務
に
際
し
て
手
腕
そ
披
ふ
能
は
ず
、
明
治
五
年
に
授
一
し
た
位
牌
の
誕
而
に
は
越
市
氷
見
入
と
あ
っ
て
、
何

一
一
砲
が
あ
り
、
そ
の
本
館
は
室
町
末
期
乃
至
江
戸
初
一
し
た
0

.

一
れ
が
正
し
い
と
も
判
明
し
衆
ね
る
。
或
は
そ
の
初
め

期

の

作

と

認

め

ら

れ

て

ゐ

る

。

一

キ

ゴ

ヤ

マ

き

ζ
山
測
北
部
戸
室
山
の
東
南
に
一
矢
は
氷
見
に
腐
り
、
駒
の
生
後
鑓
〈
も
な
く
金
探
に

ギ
コ
ウ
義
光
』
ゲ
ッ
カ

y
ギ
コ
ウ
月
澗
義
一
近
い
。
高
さ
武
四
八
米
。
地
質
角
閃
安
山
岩
。
一
移
っ
た
の
か
と
も
思
は
れ
る
。

覚

。

一

キ

ザ

キ

シ

ゲ

キ

ヨ

木

崎

霊

清

逝

都

民

左

衛

門

。

一

キ

ジ

ゴ

ヤ

木

地

小

屋

能

楽

部

大

日

川

の

最

も

キ
ゴ
ウ
Z

寄
合
曾

m
羽
咋
郡
祖
谷
日
蓮
宗
妙
成
一
山
崎
長
門
の
家
隠
と
し
て
、
臨
長
一
九
年
大
明
寺
攻
般
一
上
流
で
、
新
保
に
因
す
る
校
村
。

寺
の
日
来
上
人
は
百
十
四
歳
で
六
周
廿
六
日
溜
化
し
一
に
従
ひ
、
山
口
右
京
修
弘
の
首
青
池
た
が
、
後
に
本
一
キ
シ
タ
イ
鐙
岱
陪
駒
の
子
に
し
て
舗
や
・
能
く

た
と
偲
へ
る
。
之
を
以
て
毎
年
笛
日
宋
院
の
情
徒
集
一
務
を
去
っ
た
。
一
し
た
。
一
街
凶
説
。
手
は
君
銀
、
単
堂
・
虎
岱
・
紫
人
・

来
し
、
蛍
寺
の
貫
首
を
輿
に
莱
せ
、
山
伏
妥
の
者
も
一
ギ
ザ
ン
ト
ウ
ジ
ン
議
山
等
仁

W
制
寺
の
併
。
一
虎
顕
飢
等
と
脱
し
、
亭
和
一
一
年
筑
前
介
に
任
ぜ
ら

従
ひ
‘
客
殿
か
ら
関
山
蛍
ま
で
脅
祭
の
行
列
で
、
線
一
奈
良
の
人
。
怨
山
了
漣
に
見
え
て
そ
の
法
や
承
け
、
一
れ
た
。
文
化
六
年
八
月
焚
と
共
に
金
持
に
来
り
、
災

。
込
む
儀
が
あ
っ
た
。
之
を
寄
合
曾
と
い
ふ
。
寄
合
一
石
川
郡
承
天
寺
に
住
し
、
阿
部
大
采
寺
八
代
荷
主
つ
一
後
の
ご
，
丸
殿
の
級
制
宇
一
箇
き
、
突
の
蹄
格
し
た
後

曾
は
都
合
ひ
法
曾
の
怠
で
あ
b
、
往
々
忌
諦
曾
と
密
一
た
。
覚
正
三
十
周
一
日
七
十
七
践
を
以
て
寂

L
一
向
留
っ
て
智
一
年
九
月
に
及
ん
だ
。
殴
臨
元
年
一
一
周
十

か

れ

て

跨

る

の

は

純

で

あ

る

。

一

た

。

一

九

日

夜

。

京

本

部

寺

に

椋

ら

れ

た

。

キ
コ
ウ
レ
キ
照
康
暦
一
般
o
奥
村
祭
賞
箸
。
一
キ
シ
カ
ハ
崇
川
河
北
側
錠
ケ
庄
に
臨
す
る
部
一
キ
シ
ダ
ジ
ヨ
ウ
ト
タ
母
国
常
徳
一
に
常
徳
寺

加

賀

務

臣

の

門

閥

八

家

が

諭

せ

ら

れ

た

職

務

を

、

年

一

一

帯

。

一

に

作

る

。

天

E
八
年
常
徳
、
朝
食
氏
の
残
熊
吉
岡
某

次
に
記
載
し
た
も
の
で
、
貞
享
三
年
十
一
周
十
三
日
一
キ
シ
タ
本
姓
佐
伯
・
岸
氏
、
謡
都
乙
次
一
と
共
に
、
江
泊
郡
山

キ
ケ
i

キ
シ

最
駒

キ
シ
チ
ユ
ウ
ベ
Z

崇
忠
兵
衛
天
正
十
八
年
関

東
陣
の
際
八
王
子
に
て
前
回
利
長
に
仕
ヘ
、
新
知
百

五
十
石
を
受
け
、
利
常
の
小
松
隠
棲
に
随
う
て
別
人
百

五
十
石
全
加
へ
た
。
子
孫
相
鱗
い
で
務
に
仕
へ
る
。

キ
シ
ツ
ネ
ミ
チ
黛
庸
建
一
辿
稽
忠
兵
衛
。
究
明

四
年
尖
忠
太
夫
直
政
の
諮
知
三
百
石
を
襲
ぎ
、
大
小

将
・
制
揚
奉
行
・
大
小
綿
横
目
よ
り
次
第
に
昇
挫
し
、

文
政
元
年
百
石
を
加
、
逢
に
新
番
顕
に
去
り
、
天

保
元
年
袈
し
た
。

キ
ジ
ヤ
マ
タ
ウ
ゲ
木
池
山
蜂
能
突
郡
大
目
川

の
上
流
新
保
の
技
村
な
る
木
地
小
屋
か
ら
、
越
前
大

野
郡
中
野
俣
に
越
え
る
峠
。
高
さ
一

0
0
0米。

キ
シ
ユ
・
ワ
吉
蹴
務
政
の
時
、

E
用
十
一
日
知

行
所
の
百
姓
等
土
産
を
抑
制
し
、
士
家
に
来
っ
て
紛
糾

を
述
べ
る
こ
と
を
キ
シ
ウ
と
い
号
た
。
ナ
.
家
に
て
は

之
に
酒
肴
を
饗
し
、
百
姓
は
凶
柏
駅
な
ど
路
う
て
踊

蹴
し
、
回
草
取
と
稽
し
て
伽
旬
し
な
が
ら
堂
奥
に
入

る
の
無
躍
も
筒
寛
鰻
せ
ら
れ
た
。
キ
シ
ウ
は
後
悦
背

認
と
書
い
た
が
、
古
〈
吉
初
と
爵
か
れ
た
こ
と
は
、

元
和
二
年
の
文
書
に
、
代
官
支
砲
の
践
民
か
ら
脊
初

銭
を
受
取
っ
た
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
る
べ
〈
、
一
冗
衆

王
朝
以
降
行
は
れ
た
吉
替
の
制
持
論
で
、
態
度
が
地
闘

に
見
え
て
農
事
を
告
げ
、
地
顕
は
農
民
に
そ
の
勤
努

を
貸
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
起
り
、
迭
に
臆
〈
百
姓
と

二
二
九


